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第１ 教育に関する事務の管理及び状況の点検及び評価の実施について 

  
平成１９年６月に公布された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改

正において、「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等」が規定され

た。 
この規定により、平成２０年４月１日から、すべての教育委員会は、毎年その権限に

属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告

書を作成し議会に提出するとともに、公表することが義務づけられた。また点検及び評

価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとされ

た。 
 この法律の規定に基づき、三宅村教育委員会は、令和４年度の三宅村教育委員会の権

限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い報告書を作成し、三宅村議

会へ提出する。 

 
第２ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方針について 

 
１．点検及び評価の目的 
（１）三宅村教育委員会は、毎年、主要な施策や事務事業の取り組み状況について点 
検及び評価を行い、課題や取り組みの方向性を明らかにすることにより、効果的な 
教育行政の一層の推進を図る。 

（２）また、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出すると 
ともに、公表することにより、村民への説明責任を果たし、村民に信頼される教育 
行政を推進する。 

 
２．点検及び評価の対象 
「三宅村教育委員会の基本方針に基づく主要施策」を対象とする。 

 
３．点検及び評価実施方法 
（１）点検及び評価は、前年度の施策・事業の進捗状況を総括するとともに、課題や 
今後の取り組みの方向性を示すものとし、毎年１回実施する。 

（２）施策事業の進捗状況を取りまとめ、学識経験者の意見を聴取した上で、教育委 
員会において点検及び評価を行う。 

（３）教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、「点検・評価に関す 
る有識者」を置く。 

あああ①「点検・評価に関する有識者」は教育に関し学識経験を有する者の中から、教 
育委員会が委嘱する。 

あああ②「点検・評価に関する有識者」は２名とし、任期は３年とする。 

 
４．教育委員会において、点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書 
を三宅村議会へ提出する。また、報告書は公表するものとする。 
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第３ 三宅村教育委員会の令和４年度活動の概要について 

  
 三宅村教育委員会は、三宅村長が三宅村議会の同意を得て任命した教育委員会の代表

者である教育長と４人の非常勤の教育委員をもって組織される合議制の執行機関であ

り、その権限に属する教育に関する事務を管理執行している。 

 教育長の任期は３年、委員の任期は４年である。教育長は教育委員会の意思決定に基

づき事務を司っている。 

教育委員会の会議は、月１回定例会を開催している。 
 令和４年度は、定例会１２回、議案１８件、報告事項２３件について審議を行った。 
その他、各学校行事に出席するとともに、授業内容や児童・生徒の生活状況、学校設

備の状況を把握するため学校視察を行った。 

 
第４ 三宅村教育委員会の基本方針及び令和４年度主要施策 

    
［基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成］ 

 

新しい伝統・文化を創造していく三宅島にあって、すべての大人や子供たちが人権尊

重の理念を正しく理解するとともに、思いやりの心や社会生活の基本的ルールを身に付

け、社会に貢献しようとする精神をはぐくむことが求められる。 
 そのために、人権教育及び心の教育を充実するとともに、権利と義務、自由と責任に

ついての認識を深めさせ、公共心をもち自立した個人を育てる教育を推進する。 

  
（１）人権尊重の理念を広く社会に定着させ、あらゆる偏見や差別をなくすため、国 

  が策定した「人権教育・啓発に関する基本計画」を踏まえるとともに、「東京都人 

権施策推進指針」等に基づき、人権教育を推進する。【3】 

あああ①東京都人権施策推進指針に示された、女性、子供、高齢者、障害者、外国人、

インターネットによる人権侵害、災害に伴う人権問題等、その他の人権問題など

の課題について、学校教育や社会教育等を通じて、人権教育研究推進事業等を展

開し、人権教育を効果的に進める。【3】 

また、同和問題をはじめ様々な人権課題にかかわる差別意識の解消を図るため 

の教育を推進する。【3】【3】 

あああ②相互に支え合う社会づくりをめざして、自他の権利を重んじ義務を確実に果た 

すことや人への思いやりが実際の行動につながるよう、社会体験や自然体験、交 

流活動などの学習の機会を充実する。【3】【3】 
 

あ（２）子供たちに、社会の責任ある一員としての規範意識や公共心、思いやりの心を 

  はぐくむため、「法」に関する教育を推進するとともに、「道徳授業地区公開講座」 

の実施により学校と家庭や地域が連携するなど、道徳教育の一層の充実を図る。 

また、「東京都教育の日」を中心にして、「心の東京革命」教育推進プランなど、

東京都教育委員会の諸施策を積極的に活用し、学校・家庭・地域が一体となって、

子供たちの豊かな心の育成を推進する。【4】【4】 
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（３）児童・生徒の健全育成を推進するために、いじめ、暴力行為等に対して、学校 

  ・家庭・地域と関係機関が連携を図り、問題行動等の未然防止、早期発見、早期対

応を行う。 

また、児童・生徒の規範意識や危機対応能力の向上を図るため、関係機関の協力 

  を得ながら、「セーフティ教室」や「薬物乱用防止教室」など、非行防止・犯罪防 

止教育を行う。 
 

あ（４）子供の心の問題や不登校など、児童・生徒の多様な課題に対応するため、互い 

 に認め合い共に学び合う学校づくりを進めるとともに、スクールカウンセラーの活

用等関係機関との連携を密にしながら、学校における教育相談機能の充実を図る。 
 

あ（５）様々な体験活動や探究活動の機会を設け、子供たちに感動を与えるとともに、 

視野を広げ、次代を担う夢と希望をもった人材を育成する。【15】【15】 

  
［基本方針２ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長］ 

  

三宅島の特色ある伝統・文化と豊かな自然環境は、村民の貴重な財産であり、これを

継承するとともに生活の中に生かして、島のさらなる発展をめざさなくてはならない。 
また国際社会に生き、社会の変化に対応できるよう自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、 

表現力等の資質・能力を育成することが求められる。 
 そこで、基礎的な学力の向上を図り、個性と創造力を伸ばす教育を重視して、国際社

会に生きる日本人を育成する教育を推進する。 

 
（１）三宅村の発展に貢献する人材を育成するため、独創性や才能を伸ばす特色ある 

教育方法や制度を導入・拡充する。 

あああ①異校種間の連携を重視した教育を推進する。特に都立三宅高等学校と村立三宅

中学校で連携型中高一貫教育を実施するとともに保育園から小学校、中学校、高

等学校までの一貫教育を推進し、教育課程の連携や人的交流等を組織的・計画的

に行い、魅力ある学校づくりに努める。また、保小中高一貫教育推進委員会を活

用し、一貫教育における研究・開発を推進する。【9】【9】 

あああ②子供が自信をもち、自己のよさや可能性を見出し、新たなことや困難なことに 

も挑戦しようとする意欲を高めるため、自己実現を図る力をはぐくみ、生きる力 

を育成する特色ある教育内容や、小規模校の特性を生かした指導方法の工夫・改 

善を進める。【9】【9】 

あああ③学力調査を小学校及び中学校において実施し、その分析結果を基に授業改善を 

推進し、確かな学力の定着と伸長を図る。 

④各教科で学習指導要領に示された学習内容について、小学校低学年から系統的

な指導を行い、基礎・基本的な内容の確実な定着を図る。【1】 

⑤ＩＣＴ機器を活用した教材や指導方法、学習方法を研究し、効果的な教材・手 

法を取り入れ個別最適化された学びを実現することで学習意欲の向上と補充・発

展学習の充実を図る。【1 
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⑥自然環境や地域・地球規模等の諸課題について、自らの課題として考え、解決

に向けて実践できる力の育成を目指し、持続可能な社会づくりに向けた教育の推

進を図る。 

⑦小学校及び中学校において研究授業を実施し、研究協議会を通してＩＣＴ機器 

を活用した指導方法の充実を図る。 

   ⑧児童・生徒の情報活用能力や論理的思考力を育成するために、プログラミング

教育の充実を図る。 
 

あ（２）児童・生徒の「生きる力」を育成するという基本的な考え方に立って、各教科 

   で最低限必要とされる学習内容について、小学校低学年から反復学習を行い基礎・ 

基本的な内容の確実な定着を図り一人一人の児童・生徒の学力や特性を把握し、個 

に応じた多様な教育活動を推進する。【1.2】              

ああ ①家庭と連携し、児童・生徒の学習習慣や読書習慣を確立させ、学習意欲の向上

を図る。【1】 

②家庭と連携し発達段階に応じた家庭学習習慣の定着を支援する。【 

③学習用端末を活用した家庭学習の支援を検討する。16】 
 

（３）児童・生徒の勤労観・職業観をはぐくむため、社会科見学や職場訪問、職業人

に話を聞く会、職場体験等を積極的に支援し、主体的に進路を選択する能力・態度

をはぐくむとともに、児童・生徒の発達段階に応じた系統的な教育を推進し、キャ

リア教育の充実を図る。また、児童・生徒が、学習や生活の見通しを立て、学んだ

ことを振り返りながら、新たな学習や生活への意欲につなげたり、将来の（在り

方）生き方を考えたりすることができるよう「キャリア・パスポート」を活用した

キャリア教育を実施する。 

 

あ（４）三宅島の歴史・文化・自然に触れる機会を充実させて、郷土に対する愛着や誇 

  りをはぐくむ「郷土学習」を推進し、島のために貢献しようとする精神や島の発展 

のために進んで参加しようとする人材を育てていく。【11】【11】 

 

あ（５）国際社会の中で活躍できる児童・生徒のコミュニケーション能力を育成するた 

  めに、小学校の外国語活動・外国語授業や中学校の外国語授業の充実を図る。【2】 

 

あ（６）生活を見直し環境に配慮した行動を実践することや三宅島の豊かな自然の中で 

  体験活動をし、環境について考え環境保全や自然保護に取り組む教育を推進する。

【12】【12】あ 

あ（７）発達障害を含む障害のある児童・生徒等の一人一人の能力を最大限に伸長し、 

  社会的自立を図ることのできる力や地域の一員として生きていくことができる力を 

培うため、小学校・中学校の特別支援教育体制整備への支援を行っていく。【 
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［基本方針３ 「総合的な教育力を生かした学校教育」と「生涯学習」の推進］ 

 

小学校・中学校が協力して教育活動を実施するとともに、家庭や地域と協働して、在

籍する児童・生徒に対し生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を

育成し、心身の調和のとれた発達を図れるように努める。 
 また、すべての村民が個人の生活を充実させ、教養を高め、社会に貢献できるように

するとともに、生涯を通じて、自ら学び、文化やスポーツに親しみ、社会参加できる機

会が確保できるよう支援する。 

 

あ（１）三宅島の学校教育施設・設備の整備を推進する。その上で火山の噴火・地震・

台風等の自然災害に対応した安全政策により、児童・生徒が安心して学習に取り組

むことができる環境を整備する。【13】 

また、気象庁等の関係諸機関と連携し、三宅島の火山や自然に関する学習の充実 

  を図る。 

 

あ（２）子供が安全にくらすための取組を推進するため、学校の防災教育・安全教育に

おいて、児童・生徒に危険を予測し回避する能力や、他者や社会の安全に貢献でき

る資質・能力を身に付けられるよう、家庭や地域などの関係諸機関と連携を図りな

がら安全教育を推進する。【13】13】 

 

あ（３）三宅島の将来を担う人材育成のための教育を、村民の理解と協力の上で推進す

る。そのために、村立学校の果たす役割と教職員の職務について、三宅村民の理解

が十分に得られるよう学校の教育活動を広く村民へ公開する。授業公開や学校だよ

り及び学校ホームページ等で情報を発信するなど、開かれた学校づくりをさらに充

実させ、村民からの信頼と期待に応えた教育を推進する。 

 

あ（４）子供の健康や体力向上を図るため、健康や体力に関する意識を高め、学校・家 

  庭・地域が連携した児童・生徒の健康・体力づくりを支援し、各学校の特色を生か 

した具体的な取組を推進する。 

また、児童・生徒が積極的に運動やスポーツに親しむとともに継続した活動を通 

  して心身の調和的発達を遂げることができるよう小中合同運動会や部活動を充実さ 

せるほか子供たちが運動から得られる達成感を味わうとともに、経年による体力の

向上を自覚し、体力向上に向けた意欲を高められるよう小・中・高マラソン大会を

実施する。更に東京都児童・生徒の体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果を

活用し体力の向上に繋げるとともに、生涯を通じてスポーツに親しむ基礎を培う。 

一方で村立学校は、体育施設を地域スポーツクラブ等に開放し、地域スポーツの 

振興を図る。【5】【6】【5.6】 

 

あ（５）児童・生徒が望ましい食習慣を確立し、健康な食生活を送ることができるよう 

にするため、村立学校における食育の一層の推進を図るとともに、学校給食におけ 

る地産地消を推進する。また、関係諸機関とも連携を図りながら、食育に関する意
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識を高め、家庭や地域と協働した食育の推進を図る。 

あ（６）地域の伝統芸能を理解し、体験することを通して地域への愛着を深める活動を 

支援する。【21】 
 

あ（７）郷土資料館や図書館、文化会館等社会教育施設を充実させ、学校の教育活動へ

の支援を行うとともに、村民の学習・交流の機会にかかわる情報サービスを随時提

供し、家庭や村民の教育力の向上を図る。 
 

（８）三宅村の文化財の状況把握を常に行い、村民全体の貴重な財産として保全に努 

める。【22】 

 

（９）オリンピック・パラリンピック教育において学習活動を支える取組の充実・支

援を行う。 

①学校教育において、様々な活動や交流を組み合わせ、調和のとれた知・徳・体

を育成していくことができるように支援していく。 

②学校教育において、郷土の伝統文化に愛着を深め、豊かな国際感覚を身に付

け、進んで発信する能力を育成することができるように支援する。 

③真の共生社会を実現するために、障害者理解の学習や交流を通して多様性を尊

重し、障害者を理解する心のバリアフリーやボランティアの精神を児童・生徒に

浸透させる。 

 

［基本方針４ 「村民の教育参加」と「学校経営の充実」の推進］ 

 

家庭・学校・地域の協働とすべての村民の教育参加を進め、村民の願いや三宅島の地

域の特性を生かした教育行政を力強く展開する。 
そのために、地域の特性を踏まえた広域的な視点に立つ教育行政を進めるとともに、 

村民に信頼される魅力ある学校づくりをめざした学校経営への支援を図る。 

                

 

あ（１）学校運営連絡協議会を充実させ、保護者等の意見・提言、評価結果を学校評価 

に積極的に反映させるなど、開かれた学校づくりを一層推進する。【19】【19】 
 

あ（２）村民に信頼され、魅力ある学校づくりを進めるため、校長の人事構想に基づく 

教員配置や学校の組織的な課題対応力向上のための主幹教諭の配置により、学校の 

自主性、自律性の確立と校長のリーダーシップを発揮できるように支援する。【 

 

あ（３）教員の資質・能力及び学校の組織的課題解決能力を一層向上させるため、主幹 

教諭、主任教諭の職務と役割を明確にして、教育職員一人一人の意欲を引き出し、 

資質・能力の一層の向上を図るとともに、学校をより組織的に機能させ、学校全体 

の教育力の向上を支援する。【2 

0】 

あ（４）教員の「学習指導力」「生活指導力・進路指導力」「外部との連携・折衝力」 
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  「学校運営力・組織貢献力」の向上を図るため、東京都教育委員会の人事考課制度 

  と研修制度を積極的かつ効果的に活用できるように支援する。【 

 

あ（５）教員の資質向上・意識改革を図り、授業改善に生かすため、村立学校において 

年間指導計画の充実及び公表、週ごとの指導計画の作成及び点検の徹底、学校関係 

者による学校評価の実施及び公表、校内研修の充実等を支援する。【20 

】 

（６）部活動指導員の活用、学校閉庁日を導し、教職員の働き方改革を推進する。 

 
あ（７）主体的、対話的で深い学びの実現に向けて、教員研修を実施し、アクティブ・

ラーニングの視点からの授業改善を図る。 

 

あ（８）学校をはじめとする教育施設は村民の共有財産であるとの観点から、学校施設 

機能の開放や効果的な運営を図る。【 

 

あ（９）村教育研究員制度を通して、教育研究活動の中核となる教員を養成し、その成 

果を広く授業実践に還元する。【 

 

あ（10）校内研究の充実を図り、体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を活用 

した問題解決的な学習を充実させる。【2】 

  
 第５ 三宅村教育委員会の基本方針に基づく令和４年度主要施策の点検及び評価につ

いて 
 

[基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成] 
 

＜主要施策＞ 

（１）人権尊重の理念を広く社会に定着させ、あらゆる偏見や差別をなくすため、国が 

策定した「人権教育・啓発に関する基本計画」を踏まえるとともに、「東京都人権施

策推進指針」等に基づき、人権教育を推進する。 
あ①東京都人権施策推進指針に示された、女性、子供、高齢者、障害者、外国人、イン

ターネットによる人権侵害、災害に伴う人権問題等、その他の人権問題などの課題に

ついて、学校教育や社会教育等を通じて、人権教育研究推進事業等を展開し、人権教

育を効果的に進める。また、同和問題をはじめ様々な人権課題にかかわる差別意識の

解消を図るための教育を推進する。 
あ②相互に支え合う社会づくりをめざして、自他の権利を重んじ義務を確実に果たすこ

とや人への思いやりが実際の行動につながるよう、社会体験や自然体験、交流活動な

どの学習の機会を充実する。 
（２）子供たちに、社会の責任ある一員としての規範意識や公共心、思いやりの心を 

はぐくむため、「法」に関する教育を推進するとともに、「道徳授業地区公開講座」の

実施により学校と家庭や地域が連携するなど、道徳教育の一層の充実を図る。 
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また、「東京都教育の日」を中心にして、「心の東京革命」教育推進プランなど、東

京都教育委員会の諸施策を積極的に活用し、学校・家庭・地域が一体となって、子供

たちの豊かな心の育成を推進する。 

 
【施策の取組状況】 
・教育活動におけるあらゆる場、機会に生命の尊重と相手を思いやる心（認め合い、 
尊重し合う）の育成に努めた。 

・人権教育推進協議会を継続し開催した。 
・規範意識の高揚、思いやりの心をはぐくむための学習活動を徹底した。 
・中学校では、役場から選挙の際に使用する投票箱や記載台を借りて、生徒会役員選

挙を継続し実施した。 
・「第２９回子どもたちの人権メッセージ発表会」において、小学校６年生児童が三宅

島代表として人権作文を発表した。 

・児童・生徒や地域・保護者向けに講師を招き「子供の人権と外国人の人権」につい

て講演会を行った。 

・道徳授業地区公開講座は、小中同日開催とした小中学校共に授業内容を踏まえた

「家庭と学校における道徳教育」についての公開講座を開いた。 

・中学では社会福祉協議会の協力を得て、１年生に高齢者疑似体験を行った。 

 
【今後の取組の方向性】 
・今後も生命の尊重と相手を思いやる心の育成を図る。（人権教育の推進） 
・道徳授業地区公開講座の内容を工夫し、学校・家庭・地域・関係諸機関の連携を密

にする。 
・人権課題の動向を的確に把握し、一層の充実を図り、偏見・差別を許さない態度を 
身に付けさせる。 

・より効果的な人権教育を計画的に行うためには、島しょ部における人権課題につい

て重点課題を設定する必要がある。 

 
＜主要施策＞ 

（３）児童・生徒の健全育成を推進するために、いじめ、暴力行為等に対して、学校 

 ・家庭・地域と関係機関が連携を図り、問題行動等の未然防止、早期発見、早期対応

を行う。 

また、児童・生徒の規範意識や危機対応能力の向上を図るため、関係機関の協力を

得ながら、「セーフティ教室」や「薬物乱用防止教室」など、非行防止・犯罪防止教

育を行う。 

 
【施策の取組状況】 
・「セーフティ教室」、「薬物乱用防止教室」を三宅島警察署と連携し実施した。 

 ・いじめの未然防止、早期発見、早期対応に向けて、各校において、校内研修を３回

実施した。 
・児童・生徒一人一人が、自分を大切にできるよう、中学校において「SOS の出し方
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に関する教育」を実施した。 
・メディアリテラシー教育を携帯電話会社に講師を依頼し連携して実施した。 
・セーフティ教室においてインターネットトラブルや SNS トラブルについて、学校公

開に合わせ、親子で知る機会を設け、各家庭で SNS ルールの作成を促した。 

【今後の取組の方向性】 
・今後もこうした教室の開催と社会体育への積極的参加を奨励し、児童・生徒の健全

育成に努める。 
 ・個人情報の適切な取り扱いに細心の注意を払い、有事の際は関係機関と連携し早期

解決への手段を講じる。 
・犯罪の低年齢化という現状を、警察署等の専門機関と連携し、高学年の授業とし 

て取り扱う。 

 
＜主要施策＞ 

（４）子供の心の有り様に関わる様々な問題や不登校など、児童・生徒の多様な課題に

対応するため、互いに認め合い共に学び合う学校づくりを進めるとともに、スクールカ

ウンセラーの活用等関係機関との連携を密にしながら、学校における教育相談機能の充

実を図る。 

 
【施策の取組状況】 
・心の有り様に関わる様々な問題等、多様な問題に対する対応策として、小学校・中

学校にスクールカウンセラーを配置した。 
・スクールカウンセラーによる全員面接（小学校４・５・６年、中学校１・２・３

年）を実施し、児童・生徒が学校に相談できる環境作りに努めた。 
・「いじめ」に関するアンケートを小学校、中学校でそれぞれ３回、全児童・生徒に実

施し、早期発見・早期解決に努めた。 
・学校、家庭、地域、関係機関との連携強化や規範意識の高揚を図り児童生徒の健全 
育成に努めた。 

 
【今後の取組の方向性】 
・今後も継続してスクールカウンセラーを配置し、いじめや不登校などの課題に対応 
していく。 

・様々な背景や要因を追求し、個々の状況に応じた支援を充実する。 
・学校におけるいじめの対応について、保護者への周知を図ると共に、校内での支持

的風土の醸成を促進し、いじめの未然防止に努める。 
 
 
＜主要施策＞ 

（５）様々な体験活動や探究活動の機会を設け、子供たちに感動を与えるとともに、 

視野を広げ、次代を担う夢と希望をもった人材を育成する。 
 
【施策の取組状況】 
・「ふるさと人材育成事業」の実施に向け、気候風土の異なる地（小学５年生は高遠

町。中学２年生、および３年生はみなかみ町）で体験学習を行い、地元小中学生等
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との交流や職場体験などを行うことができた。 

 
【今後の取組の方向性】 
・今後もこの人材育成事業を継続していく。 
・小学校と中学校との学びの連続性を重視し、小学校においても総合的な学習の時間 
で三宅島の環境や福祉、産業、伝統文化等を学習して行く。 

 
［基本方針２ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長］ 

 
＜主要施策＞ 

（１）三宅村の発展に貢献する人材を育成するため、独創性や才能を伸ばす特色ある 

教育方法や制度を導入・拡充する。 

①異校種間の連携を重視した教育を推進する。特に都立三宅高等学校と村立三宅中学

校で連携型中高一貫教育を実施するとともに保育園から小学校、中学校、高等学校ま

での一貫教育を推進し、教育課程の連携や人的交流等を組織的・計画的に行い、魅力

ある学校づくりに努める。また、保小中高一貫教育推進委員会を活用し、一貫教育に

おける研究・開発を推進する。 

②子供が自信をもち、自己のよさや可能性を見出し、新たなことや困難なことにも挑

戦しようとする意欲を高めるため、自己実現を図る力をはぐくみ、生きる力を育成す

る特色ある教育内容や、小規模校の特性を生かした指導方法の工夫・改善を進める。 

③学力調査を小学校及び中学校において実施し、その分析結果を基に授業改善を推進

し、確かな学力の定着と伸長を図る。 

④各教科で学習指導要領に示された学習内容について、小学校低学年から系統的な指

導を行い、基礎・基本的な内容の確実な定着を図る。 

⑤ＩＣＴ機器を活用した教材や指導方法、学習方法を研究し、効果的な教材・手法を

取り入れ個別最適化された学びを実現することで学習意欲の向上と補充・発展学習の

充実を図る。 

⑥自然環境や地域・地球規模等の諸課題について、自らの課題として考え、解決に向

けて実践できる力の育成を目指し、持続可能な社会づくりに向けた教育の推進を図

る。 

⑦小学校及び中学校において研究授業を隔年で実施し、研究協議会を通してＩＣＴ機

器を活用した指導方法の充実を図る。 

⑧児童・生徒の情報活用能力や論理的思考力を育成するために、プログラミング教育

の充実を図る。 

 
【施策の取組状況】  
・英語力、漢字力、計算力等の検定試験を小学校では２回中学校では３回実施した。 
・小中合同運動会・三宅村保小中高合同音楽会、マラソン大会いずれも合同で開催す

ることができた。 
・小規模校の利点を生かし、一斉指導の中で個に応じた指導方法の工夫・改善に努力 
した。 
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 ・「全国学力・学習状況調査」、「児童・生徒の学力向上を図るための調査」、「三宅村

学力調査」の結果を分析するとともに、授業方法の改善や確かな学力の定着と伸長

について保小中高一貫教育推進委員会学力向上部会を開催して検討した。 
 ・ＩＣＴ機器のほかアダプティブ教材を活用し、児童・生徒間の意見の即時共有や、

学習の個別最適化、学習意欲の向上と充実を図った。 
・導入機器の現状や課題について関係者で情報を共有したほかアダプティブ教材の活

用及び機器の持ち帰りなどについて議論するため、「三宅村立学校 ICT 推進委員

会」を開催した 
・島しょＤＸ推進協議会やデジタル利活用推進のための情報交換会に参加し、島し

ょ地区の他校と情報交換を行った。 

 
【今後の取組の方向性】 
・保小中高一貫教育と連携型中高一貫教育の推進を図るため、保小中高一貫教育推進

委員会をより活用し、その研究・開発を推進する。 
・各種検定試験などあらゆることに意欲的に挑戦させていく。 
・引き続き学力調査を実施して、その結果分析を行い課題・取り組みを検討する。 
・引き続きＩＣＴ機器を活用した学習方法の研究とアダプティブ教材やＳＴＥＡＭ教

育の効果的な導入を行う。 

 
 
＜主要施策＞ 

（２）児童・生徒の「生きる力」を育成するという基本的な考え方に立って、各教科   

で最低限必要とされる学習内容について、小学校低学年から反復学習を行い基礎・基

本的な内容の確実な定着を図り一人一人の児童・生徒の学力や特性を把握し、個に応

じた多様な教育活動を推進する。 

①家庭と連携し児童生徒の学習習慣や読書習慣を確立させ、学習意欲の向上を図る。 

②家庭と連携し発達段階に応じた家庭学習習慣の定着を支援する。 

③学習用端末を活用した家庭学習の支援を検討する。 

 
 
【施策の取組状況】 
・基礎・基本の定着のため、小学校では、朝のモジュール時間の活用や夏季休業日に

補習の日を設定し基礎・基本の定着を図った。中学校では水曜６時間目を「大望タ

イム」とし全校学習会を設けた。「質問教室」「特別講座」「自習部屋」と３種類の学

習形態から生徒自ら選択し学ぶことで学力向上を図った。 
・学習用端末の持ち帰りを認め、アダプティブ教材を利用した家庭学習を推進した。 

 
【今後の取組の方向性】 
・学校と家庭との連携を密にし、児童・生徒の学習習慣の確立を図る。 
・「授業改善推進プラン」を活用した授業改善を更に推進し、児童生徒の学力向上に 
 つなげる。 
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・令和４年度は児童・生徒が「分かる」ことを実感し、「できる」という達成感を得る

ことができるよう、三宅村教育研究員において、ユニバーサルデザインの視点を取

り入れた授業作りを行い、小学校で実施する。 

 
 

＜主要施策＞ 

（３）児童・生徒の勤労観・職業観をはぐくむため、社会科見学や職場訪問、職業人に

話を聞く会、職場体験等を積極的に支援し、主体的に進路を選択する能力・態度をは

ぐくむとともに、児童・生徒の発達段階に応じた系統的な教育を推進し、キャリア教

育の充実を図る。また、児童・生徒が、学習や生活の見通しを立て、学んだことを振

り返りながら、新たな学習や生活への意欲につなげたり、将来の（在り方）生き方を

考えたりすることができるよう「キャリア・パスポート」を活用したキャリア教育を

実施する。 
 
【施策の取組状況】 
 ・中学校において、島内団体・企業等の協力を得て１２の事業所にて職場体験を実施

した。また、令和４年度は都立三宅高校と連携し、「１６歳の仕事塾」を参観し、

職業人の講話を聴講した。 
・保小中高一貫教育推進委員会キャリア教育部会において策定した、三宅村版キャリ

ア・パスポート「みやけっ子ポートフォリオ」の運用を継続した。 
・小学校の第６学年の総合的な学習の時間において、三宅島で働く様々な方を招聘し

て「三宅島で働く」ことについて講話をしていただき、自分の将来について考える

学習を行った。 
 

【今後の取組の方向性】 
・島内の団体・企業等での職場体験を実施する。 
・今後もこうした勤労観・職業観をはぐくむための活動の継続を奨励する。 
・児童・生徒の世界観を広げるために、兼務発令を有効に活用しながら、各校におい

て、異校種の教員が自身の経験や知識をもとに講話する機会を設定する。 
 
 

＜主要施策＞ 

（４）三宅島の歴史・文化・自然に触れる機会を充実させて、郷土に対する愛着や誇り

をはぐくむ「郷土学習」を推進し、島のために貢献しようとする精神や島の発展のた

めに進んで参加しようとする人材を育てていく。 

 
【施策の取組状況】 
 ・小学校では、郷土芸能保存会の指導により伝統芸能を体感したほか、校外学習で文

化財に触れる機会を設けるなど郷土学習に取り組んだ。また、体験学習の交流会に

おいて練習の成果を発表した。 
 ・中学校では、郷土理解校外学習実施要綱に基づき、文化・自然の学習を行った。 
 ・中学校では地域の協力による「茅葺体験学習」を行い、地域資源の生活への活用に
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ついて学習した。 
 ・中学校では総合的な学習の時間を活用し、「三宅島の郷土を案内」「三宅の産業を紹

介」「三宅の未来を提案」について各学年で研究し、それぞれ文化祭で発表した。 

 
【今後の取組の方向性】 
 ・郷土芸能の継承活動を奨励し、小学校・中学校とも、文化祭・体験学習等の機会に

郷土芸能学習の成果を発表する。 
・郷土資料館の活用の奨励、島の歴史、文化に関わる学習機会を充実させていく。 
・総合的な学習の時間を中心とした郷土学習の実践を奨励していく。 

 
 

＜主要施策＞ 

（５）国際社会の中で活躍できる児童・生徒のコミュニケーション能力を育成するため

に、小学校の外国語活動・外国語授業や中学校の外国語授業の充実を図る。 

 
【施策の取組状況】 
・小学校の外国語活動では授業充実のため、外国語指導助手を配置した。 
・中学校の英語授業の拡充のため外国語指導助手を配置した。 

 
【今後の取組の方向性】 
・今後も外国語指導助手の配置や TGG への参加のほか、修学旅行などの際、積極的に

外国人と会話することを奨励し、コミュニケーション能力を育成していく。 

 
 

＜主要施策＞ 

（６）生活を見直し環境に配慮した行動を実践すること等三宅島の豊かな自然の中で体

験活動をし、環境について考え環境保全や自然保護に取り組む環境教育を推進する。 

 
【施策の取組状況】 
・地域清掃などの環境保全活動に、積極的に参加するよう奨励した。 
・小中学校において海浜清掃など地域美化のボランティア活動を企画運営した。 

 ・校外学習により自然や環境を理解する取り組みを行った。 
 ・野鳥観察会に先立ちアカコッコ館より講師を招き、野鳥について講話を受講した。 

 
【今後の取組の方向性】 
 ・ディキャンプ、海浜教室を通して火山学習・自然観察等を実施する。 
・今後もこうした環境について考える活動を継続していく。 
・島の自然を理解し体験する活動を積極的に保・小・中・高一貫教育へ取り入れる。 
・自然環境に対する理解と関心を高める教育を推進する。 
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＜主要施策＞ 

（７）発達障害を含む障害のある児童・生徒等の一人一人の能力を最大限に伸長し、社

会的自立を図ることのできる力や地域の一員として生きていくことができる力を培う

ため、小学校・中学校の特別支援教育体制整備への支援を行っていく。 
   
【施策の取組状況】 
・小学校において令和５年度の特別支援教室の人数増加が見込まれることから、環境

整備を行った。 
・村費で小学校に特別支援教育支援員を配置し、支援を必要とする児童・生徒への支

援体制を固め、効果を上げた。 
・特別支援教育のセンター的機能を活用し東京都教職員研修センター等から講師を招

聘し、特別支援教育コーディネーター研修を実施するとともに全教員を対象とした

特別支援教育研修を行った。 
・中学校では「登校支援教室」を設置し不登校生徒の居場所確保および復帰訓練を行

った。 
 
【今後の取組の方向性】 
・今後も特別支援教育への支援の制度を継続する。 
・対象児童・生徒の増加が見込まれるので、慎重に動向を把握し適切な対応をとる。 
・必要に応じて就学指導委員会を開催し、特別支援教室及び特別支援学級への手続き

を行う。 
・改めて特別支援教育に係る考え方を保護者と共有を図る。 
・義務教育９年間をとおして、系統的な指導・支援を行うことができるよう、各校の

特別支援教育コーディネーターが意見を交換する機会を設ける。 

 
［基本方針３ 「総合的な教育力を生かした学校教育」と「生涯学習」の推進］ 

 
 
＜主要施策＞ 

（１）三宅島の学校教育施設・設備の整備を推進する。その上で火山の噴火・地震・台

風等の自然災害に対応した安全政策により、児童・生徒が安心して学習に取り組むこ

とができる環境を整備する。 

また、気象庁等の関係諸機関と連携し、三宅島の火山等自然に関する学習の充実を

図る。 

（２）子供が安全にくらすための取組を推進するため、学校の防災教育・安全教育にお

いて、児童・生徒に危険を予測し回避する能力や、他者や社会の安全に貢献できる資

質・能力を身に付けられるよう、家庭や地域などの関係諸機関と連携を図りながら安

全教育を推進する。 

 
【施策の取組状況】 
 ・健康、安全を第一とした教育環境の整備を促進するため、①スクールバス（登下校

時の見守り）、②交通安全対策、③避難訓練を月１回実施し、学校・家庭・地域・
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関係機関との連携を図った。 
 ・台風による荒天を予測し、スクールバス登校が難しい状況が見込まれる時は、登校

時間を遅らせるなどの対応を行い児童・生徒の安全を図った。 
 ・緊急時対応として、保護者へのメール配信システム「さくら連絡網」を活用した。 
  ・砂防ダム設置について、支庁土木港湾課の協力を得て、三宅島の災害取組について

学び、砂防ダム見学を小中学生に対して行なった。 

 ・中学校では火山や自然に関する学習として全学年で「雄山火山体験入山」を１０月

から１１月に行った。 

 

【今後の取組の方向性】 
 ・学校・家庭・地域・関係機関と連携を図り、且つ情報を収集し安全教育を推進して

いく。 
・自然災害等を想定した安全政策により、教育施設・設備の充実を図る。 

 
 
＜主要施策＞ 

（３）三宅島の将来を担う人材育成のための教育を、村民の理解と協力の上で推進す

る。そのために、村立学校の果たす役割と教職員の職務について、三宅村民の理解が

十分に得られるよう学校の教育活動を広く村民へ公開する。授業公開や学校だより及

び学校ホームページ等で情報を発信するなど、開かれた学校づくりをさらに充実さ

せ、村民からの信頼と期待に応えた教育を推進する。 

（４）子供の健康や体力向上を図るため、健康や体力に関する意識を高め、学校・家

庭・地域が連携した児童・生徒の健康・体力づくりを支援し、各学校の特色を生か 

した具体的な取組を推進する。 

また、児童・生徒が積極的に運動やスポーツに親しむとともに継続した活動を通し

て心身の調和的発達を遂げることができるよう小中合同運動会や部活動を充実させる

ほか子供たちが運動から得られる達成感を味わうとともに、経年による体力の向上を

自覚し、体力向上に向けた意欲を高められるよう小・中・高マラソン大会を実施す

る。更に東京都児童・生徒の体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果を活用して

体力の向上につなげるとともに、生涯を通じてスポーツに親しむ基礎を培う。 

一方で村立学校は、体育施設を地域スポーツクラブ等に開放し、地域スポーツの 

振興を図る。 

 
【施策の取組状況】 
・学校だよりの定期発行のほか学校ホームページの更新頻度を上げ情報発信に努めた。 
・放課後児童健全育成事業（学童保育）を実施し、児童の放課後の安全な居場所づくり

に努めた。 
・小中高マラソン大会を高等学校において実施した。 
・体育館やグラウンドを週末や夜間に限り地域スポーツクラブに開放した。 
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【今後の取組の方向性】 
・ホームページ等の活用により広報活動に努める。 
・関係機関と連携して、児童・生徒の健康・体力づくりのために必要な支援を進めて

いく。 
 ・情報発信を積極的に行い、開かれた学校運営を継続する。 
 ・社会体育団体と連携して、児童生徒の体力づくり・余暇の善用・大会参加への支援

を行う。 
 
 
＜主要施策＞ 

（５）児童・生徒が望ましい食習慣を確立し、健康な食生活を送ることができるように

するため、村立学校における食育の一層の推進を図るとともに、学校給食における地

産地消を推進する。【17】 

また、関係諸機関とも連携を図りながら、食育に関する意識を高め、家庭や地域と

協働した食育の推進を図る。 

 
【施策の取組状況】 
・食育担当者会を開催し、地産地消の推進や食の安全性の向上に努めた。 

 ・学校給食の献立表に「三宅食材」を表記し、地元農水産物の意識向上を図った。 
 ・中学校において食品ロスキャンペーンを実施し、残菜を減らす取り組みを行ったほ

か、地域食材を使ったレシピを作成した。 
・小学校では、食育と防災教育を連携させて、校内壁面掲示や家庭向けリーフレット

を作成した。 

 
【今後の取組の方向性】 
・学校給食を中心に児童・生徒の食育を推進する。 
・学校給食に地元で収穫・漁獲された食材を積極的に使用していく。 
・三宅村教育研究員において、食育をテーマとした家庭科の授業を構築し、中学校で

実施する。 
 
 
＜主要施策＞ 

（６）地域の伝統芸能を理解し、体験することを通して地域への愛着を深める活動を支

援する。 

（７）郷土資料館や図書館、文化会館等社会教育施設を充実させ、学校の教育活動への

支援を行うとともに、村民の学習・交流の機会にかかわる情報サービスを随時提供

し、家庭や村民の教育力の向上を図る。 

（８）三宅村の文化財の状況把握を常に行い、村民全体の貴重な財産として保全に努 

める。 

 
【施策の取組状況】 
・郷土資料館に収蔵されている古文書の活字化を行ったほか、一部展示配置の変更を
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行った。 
・図書館の蔵書を購入し充実を図ると供に広報・ホームページでの周知を図った。 
・文化財ウィークなどの機会を活用して島内の文化財のＰＲに努めた。 

 ・小学校では学校体育館において和太鼓の練習を行った。 
 
【今後の取組の方向性】 
・社会教育施設の充実、文化財の発掘・保全に努めていく。 
・社会教育施設を自治会、芸能保存会などの活動の場として利用促進を図る。 
・民具等については、住民に保全に努めるよう呼びかけ、散逸を防ぎ収集に努める。 
・図書館の書棚の配置換えを行い、来館者の利便性向上に努める。 
・今後も文化祭等で、地域の伝統芸能披露を進める。 
・ふるさと三宅島の魅力を村及び観光協会 HP 等で発信する。 
 
 

＜主要施策＞ 基本方針４から移動 

（９）オリンピック・パラリンピック教育において学習活動を支える取組の充実・支援

を行う。 

①学校教育において、様々な活動や交流を組み合わせ、調和のとれた知・徳・体を育

成していくことができるように支援していく。 

②学校教育において、郷土の伝統文化に愛着を深め、豊かな国際感覚を身に付け、進

んで発信する能力を育成することができるように支援する。 

③真の共生社会を実現するために、障害者理解の学習や交流を通して多様性を尊重

し、障害者を理解する心のバリアフリーやボランティアの精神を児童・生徒に浸透さ

せる。 
 
【施策の取組状況】 
・小学校では異学年交流の取り組みの一環として、「みやけんピック」と称し、 

各種オリンピック・パラリンピック競技に通じるような体験学習を行った。 

・中学校では体育の時間を活用し「パラスポーツ体験授業」を実施した。 
【今後の取組の方向】 
・共生・共助社会の実現等に向けて、学校２０２０レガシーに取り組む。 
・三宅島としての学校２０２０レガシーの推進については重点項目を掲げ、保小中高

で一貫した取り組みを検討する。 

 
 

［基本方針４ 「村民の教育参加」と「学校経営の充実」の推進］ 
 
＜主要施策＞ 

（１）学校運営連絡協議会を充実させ、保護者等の意見・提言、評価結果を学校評価 

に積極的に反映させるなど、開かれた学校づくりを一層推進する。 
 
【施策の取組状況】 
・地域に根ざし開かれた学校の推進を図るため、小学校・中学校に学校運営連絡協議 
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会を設置しており、それぞれ各学期に１回開催した。 
 ・保護者を対象とした学校関係者評価を行い学校運営の改善を図った。 
 
【今後の取組の方向性】 
・学校関係者による評価だけではなく今後もあらゆる機会と場を捉え地域との連携を推

進していく。 
・コミュニティ・スクールの実現に向けた計画的な取組の推進。 

 
＜主要施策＞ 

（２）村民に信頼され、魅力ある学校づくりを進めるため、校長の人事構想に基づく教

員配置や学校の組織的な課題対応力向上のための主幹教諭の配置により、学校の自主

性、自律性の確立と校長のリーダーシップを発揮できるように支援する。 
 
【施策の取組状況】 
・校長のリーダーシップの下、学校として、組織的に課題解決に取り組んだ。 

 
【今後の取組の方向性】 
・学校を組織的に機能させるため、主幹教諭・主任教諭の指導力を生かしながら、校

務を適切に分掌し、魅力のある学校づくりを進める。 
 
＜主要施策＞ 

（３）教員の資質・能力及び学校の組織的課題解決能力を一層向上させるため、主幹教

諭、主任教諭の職務と役割を明確にして、教育職員一人一人の意欲を引き出し、資

質・能力の一層の向上を図るとともに、学校をより組織的に機能させ、学校全体の教

育力の向上を支援する。【2 

（４）教員の「学習指導力」「生活指導力・進路指導力」「外部との連携・折衝力」「学

校運営力・組織貢献力」の向上を図るため、東京都教育委員会の人事考課制度と研修

制度を積極的かつ効果的に活用できるように支援する。 

（５）教員の資質向上・意識改革を図り、授業改善に生かすため、村立学校において年

間指導計画の充実及び公表、週ごとの指導計画の作成及び点検の徹底、学校関係者に

よる学校評価の実施及び公表、校内研修の充実等を支援する。 

（６）主体的、対話的で深い学びの実現に向けて、教員研修を実施し、アクティブ・ラ

ーニングの視点からの授業改善を図る。 

（７）部活動指導員の活用、学校閉庁日の導入を行い、教職員の働き方改革を推進す

る。 
 
【施策の取組状況】 
・教員の資質・指導力の能力向上を図るため、校内研修や年次研修等を実施した。 
また、研修センター（都教委）主催の研修会や発表会への参加を奨励した。 

・主任教諭選考の受験を支援し、ミドルリーダーの育成に努めた。 
 ・学校閉庁日を設けたほか、中学校では部活動指導員を導入した。 
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【今後の取組の方向性】 
・今後も研修等を実施し、教員の資質・能力の向上を図る。 
・研究・研修の成果を発表する場を設け、研究・研修に対する意欲の向上を図る。 

 
 
＜主要施策＞ 

（８）学校をはじめとする教育施設は村民の共有財産であるとの観点から、学校施設機

能の開放や効果的な運営を図る。 
 
【施策の取組状況】 
・各種行事や社会体育の場として、文化会館、コミュニティセンター、資料館ホー

ル、三宅村阿古体育館等を活用した。 
・社会体育の場として、小学校・中学校の体育館・グラウンドを開放した。 

 
【今後の取組の方向】 
・今後も村民のために施設の有効活用を進め、村民の生涯学習を支援する。 

 
 

＜主要施策＞ 

（９）村教育研究員制度を通して、教育研究活動の中核となる教員を養成し、その成 
 果を広く授業実践に還元する。 
（１０）校内研究の充実を図り、体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を活用 
 した問題解決的な学習を充実させる。 
 
【施策の取組状況】 
・三宅村教育研究員制度の実施により教員の資質・能力の向上に努めた。 

 
【今後の取組の方向】 
・今後も三宅村教育研究員制度を実施し、研究の成果を活用し学習の充実を図る。 
・学校の教育課題を把握し、校内研究をＰＤＣＡマネジメントサイクルで実践する。 
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第６ 点検・評価に関する有識者からの意見について 

 
「点検及び評価報告書」を見て     髙松良員 （元 教育庁三宅出張所副所長） 
 

日ごろから三宅島の教育に関する業務に携わっている教育委員の方々をはじめ、事務

局職員、役場職員の方々におかれましては限られた人員の中、多様な職務にご尽力されて

いることに心から敬意を表します。 

本年度もこの「点検・評価報告書」に関する意見を求められましたので、ごく一部分で

はありますが、述べさせていただきたいと思います。 

早速ですが、報告書では【施策の取り組み状況】に触れ、続いて【今後の取り組みの方

向性】を述べています。この形で良いのですが、もしできることであれば、【取り組み状

況】の次にその【成果】をあげ、【今後の取り組み】につなげていってはいかがでしょう

か。報告書がより分かりやすくなると思います。例えば、［基本方針 1「人権尊重の精神」

と「社会貢献の精神」の育成］についてでは、【取組状況】と【今後の方向性】に「道徳

授業地区公開講座」が具体的に上がっています。この公開講座を実施した結果、どのよう

な結果だったから、「今後は内容を工夫し連携を密にする」としているのかという点に触

れていただけたらと感じました。想像するに「人権尊重・社会貢献」の全体を通して報告

書にある取り組みをして、全体的に今後はこう取り組んでいくと点検・評価しているもの

と考えます。一つひとつの取り組みに対して「成果」と「今後の方向性」を点検・評価す

るのは時間的制約や人員の関係もあるので難しいところであると思います。全体的に見

ての形でも良いと思いますので【成果】に触れてみてはいかがでしょうか。各項目の全部

に【成果】を追加することはとてつもない労力がかかりますので、何年かのちに全項目に

追加されればとも思います。ご検討ください。同方針１の「次代を担う夢と希望を持った

人材を育成する」では高遠町・みなかみ町で交流・職場体験などが実施でき良かったと感

じています。人材育成に期待したいところです。 

次に、［基本方針 2「豊かな個性」と「想像力の伸長」］についてです。本年 10 月に中

学校の文化祭を拝見させてもらいましたが、全学年で三宅島の将来を展望した発表をし

ていました。基本方針 2 の成果が出ていると感じた文化祭発表でした。校長先生をはじ

め教職員の方々に敬意を表したいと思います。また、同方針 2 の中では学力の向上や定

着に触れています。報告書の【施策の取り組み状況】では試験を何回実施したとあります

が、三宅村の児童生徒の学力は他の地域あるいは全国と比較してどうでしょうか。これら

のデータがあるならば、それを踏まえた取り組みを方向性に加える検討をされたらいか

がでしょうか。実際には取り組まれていて、報告書に明記されていないのかもしれません

が、取り組まれているならば記載しても良いのではないでしょうか。 

次に、教育委員会の施策の多くは学校教育に関することが多くを占めますが、社会教育

に関しても今後その重要度がさらに増していくものと考えられます。基本方針 3,4 で生

涯学習や社会教育に関係する施策が掲げられていますが、【取組状況】で各種講習や催事

の島民・島外の人別の参加状況や図書館等施設の利用状況など具体的なデータを挙げて

【今後の方向性】につなげてはどうでしょうか。グラフ等の活用があっても良いと思いま

す。 

教育長様をはじめ事務局、各教育関係の皆様のご活躍を期待しております。 
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「知の継承」          築穴 律男 （元 三宅高等学校ＰＴＡ会長） 

 

かつて人を月まで運んだアメリカのアポロ計画では、ニュートンの運動力学を使って

ロケットの軌道を計算したと言う。そんな偉大な発見をしたニュートンは晩年「一生を振

り返ると私は砂浜できれいな貝がらを拾って喜ぶ小さな子供にすぎない」と言ったそう

である。思慮深い人ほど自らの知識がいかに限られたものであるか自覚すると言うこと

だろうか。 
また、人類の手による構造物が初めて太陽系を脱出する快挙を達成した惑星探査機ボ

イジャーは多くの成果を得た半面、それ以上の謎を新たに科学者達に提供した。「一つの

疑問が解明されたと思ったら、１０倍の謎が現れた」とある研究者はインタビューに答え

ていた。いつまで経っても謎は無くなることがない。 
これは自然科学だけの話ではない。人や社会、物事に対しても同様である。「百聞は一

見にしかず」と言うことわざがあるが、一面では正しいかと思う。と言うのは、自分の目

で見たもの、あるいは見えたものは、実はそのものの一部でしかないからである。そもそ

も人間は自分の見たいものしか目に入らない（意識に残らない）生き物なのである。 
以前、ある人から「私は三日も一緒にいればその人のことが分かる」と言われて驚いた

ことがある。自分自身がどう言う人間かすら理解できていない私にとって、どうしてそう

思えるのか不思議で仕方なかった。そこでたまたま手元にあったホチキスを取り色々な

方向から見せたあと、「ホチキスの形全てを把握したと思う？ 見ていない箇所がないと

どうして分かるの？」と聞いたところ、「理屈っぽいですね」と返されその話題は終わり

にした。 
人物や物事を理解する時に充分な情報を知り得ているか、常に自問自答することが大

切である。理解したと思った時点でそれ以降の情報は無視されるか、間違ったものとして

拒絶されるからである。ただ普段の生活では全てが理解できていないからと言って、何も

決断しない訳にもいかない。生きていく以上、様々な場面で判断や決断を強いられる。そ

の時々でする決断はその時に持っている情報や考え方に従ったものになるが、自分の持

っている情報は断片でしかないことを意識しておくことが、その後の自分をアップデー

トするためにも必要なことであると思う。 
「無知の知」で有名なソクラテスは古代ギリシャの哲学者である。その言葉の意味につ

いては省くが、数千年も前に示唆に富んだ言葉を残していることを思うと、いかに人が精

神的に進化していないか認めざるを得ないのである。毎世代リセットされるのは人間と

しての 長所にもなる反面、危うさをも併せ持つのかもしれない。 
昨年から続くロシアのウクライナ侵攻、そしてまたしても不穏さを増してきているイ

スラエルとパレスチナとの関係。世界を分断して憎しみの連鎖が続いている。果たして人

類は連綿と続く民族間や宗教間の問題に解決策を見出すことは出来るのだろうか。 
知識が不完全ならば、どう行動するかを決めるのは、もはや自身の心情を基にするしか

ない。特定の考え方を絶対視したり、逆に敵対視するような教育が無くならない限り争い

の火種は受け継がれ、多様な考え方を許容する社会が訪れることはないだろう。であれ

ば、三宅島においても幼い時期からの教育と言うのは尚更重要である。「知」と「心」の

せめぎ合いを最後に制するのは「知」であって欲しいと願うばかりである。 


